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(57)【要約】
【課題】耐久性の向上を図ると共に、コストを抑制しつ
つ、流路を構成する壁板からの騒音を低減することがで
きる壁板の防音構造物を提供する。
【解決手段】壁板１の外側に設けられ、壁板１と対向し
て設けられる外板１１と、壁板１と外板１１との間に設
けられ、壁板１及び外板１１と対向して設けられる中間
板１２と、両端部が壁板１及び中間板１２にそれぞれ接
続される第１支持部材１３と、両端部が中間板１２及び
外板１１にそれぞれ接続される第２支持部材１４と、壁
板１と中間板１２との間、及び中間板１２と外板１１と
の間に設けられる吸音材１５と、を備え、第２支持部材
１４と中間板１２との接続部は、弾性変形する剛性材料
を用いた弾性部となっており、弾性部は、中間板１２に
スリット２１を形成して構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体が流通する流路を構成する壁板の外側に設けられ、前記壁板と対向して設けられる
外板と、
　前記壁板と前記外板との間に設けられ、前記壁板及び前記外板と対向して設けられる中
間板と、
　両端部が前記壁板及び前記中間板にそれぞれ接続される第１支持部材と、
　両端部が前記中間板及び前記外板にそれぞれ接続される第２支持部材と、
　前記壁板と前記中間板との間、及び前記中間板と前記外板との間の少なくとも一方に設
けられる吸音材と、を備え、
　前記第１支持部材と前記壁板との接続部、前記第１支持部材と前記中間板との接続部、
前記第２支持部材と前記中間板との接続部、前記第２支持部材と前記外板との接続部、及
び、前記中間板のうち、少なくとも一つは、弾性部となっていることを特徴とする壁板の
防音構造物。
【請求項２】
　前記中間板は、金属板であり、
　前記弾性部は、前記中間板にスリットが形成されることで、前記中間板の一部が弾性変
形するスリット加工弾性部であり、
　前記スリット加工弾性部は、前記第１支持部材と前記中間板との接続部、及び前記第２
支持部材と前記中間板との接続部の少なくとも一方に設けられることを特徴とする請求項
１に記載の壁板の防音構造物。
【請求項３】
　前記壁板から前記外板までの振動系において、前記振動系の固有振動数が、低減対象と
する対象振動数の１／２以下となるように、前記スリット加工弾性部のスリットを形成す
ることを特徴とする請求項２に記載の壁板の防音構造物。
【請求項４】
　前記弾性部は、
　前記第１支持部材と前記壁板との接続部に設けられ、前記壁板に弾性変形可能に接続さ
れると共に、前記第１支持部材の端部が接続される第１の板バネと、
　前記第１支持部材と前記中間板との接続部に設けられ、前記中間板に弾性変形可能に接
続されると共に、前記第１支持部材の端部が接続される第２の板バネと、
　前記第２支持部材と前記中間板との接続部に設けられ、前記中間板に弾性変形可能に接
続されると共に、前記第２支持部材の端部が接続される第３の板バネと、
　前記第２支持部材と前記外板との接続部に設けられ、前記外板に弾性変形可能に接続さ
れると共に、前記第２支持部材の端部が接続される第４の板バネとのうち、少なくとも一
つの前記板バネであることを特徴とする請求項１に記載の壁板の防音構造物。
【請求項５】
　前記板バネは、弾性変形時において他の部材と摺接することを特徴とする請求項４に記
載の壁板の防音構造物。
【請求項６】
　前記板バネは、前記壁板、前記中間板及び前記外板の板面に対して傾斜させて取り付け
るためのクサビ構造体を介して、前記板面に接続されることを特徴とする請求項４に記載
の壁板の防音構造物。
【請求項７】
　前記板バネは、両端部の間が湾曲する湾曲部を有し、一方の端部に、前記壁板、前記中
間板及び前記外板のいずれかの板面が接続され、他方の端部に、前記第１支持部材及び前
記第２支持部材のいずれかが接続されることを特徴とする請求項４に記載の壁板の防音構
造物。
【請求項８】
　前記弾性部は、前記中間板であり、前記第１支持部材からの振動により弾性変形するこ
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とを特徴とする請求項１に記載の壁板の防音構造物。
【請求項９】
　前記中間板は、前記第１支持部材と前記第２支持部材とを連結する板バネであり、前記
第１支持部材及び前記第２支持部材と一体に設けられることを特徴とする請求項８に記載
の壁板の防音構造物。
【請求項１０】
　前記中間板は、前記第１支持部材と前記第２支持部材とを連結する弾性体であることを
特徴とする請求項８に記載の壁板の防音構造物。
【請求項１１】
　前記第２支持部材は、振動が伝搬する伝搬方向において、振動インピーダンスが異なっ
ていることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の壁板の防音構造物。
【請求項１２】
　前記第２支持部材は、前記伝搬方向に直交する面で切った断面形状が、前記伝搬方向に
向かって異なる形状となっていることを特徴とする請求項１１に記載の壁板の防音構造物
。
【請求項１３】
　前記第２支持部材は、スタッドボルトであり、
　前記スタッドボルトと前記外板とは、前記スタッドボルトの外側の端部が前記外板から
外側に突出した状態でナットが締結されることにより接続され、
　前記スタッドボルトの外側の端部及び前記ナットを覆う防音部材を、さらに備えること
を特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の壁板の防音構造物。
【請求項１４】
　前記防音部材は、弾性材を用いて形成され、内部に空気層を有することを特徴とする請
求項１３に記載の壁板の防音構造物。
【請求項１５】
　流体が流通する流路を構成する壁板の外側に設けられ、前記壁板と対向して設けられる
外板と、
　前記壁板と前記外板との間に設けられ、前記壁板及び前記外板と対向して設けられる中
間板と、
　両端部が前記壁板及び前記中間板にそれぞれ接続される第１支持部材と、
　両端部が前記中間板及び前記外板にそれぞれ接続される第２支持部材と、
　前記壁板と前記中間板との間、及び前記中間板と前記外板との間の少なくとも一方に設
けられる吸音材と、を備え、
　前記第２支持部材は、振動が伝搬する伝搬方向において、振動インピーダンスが異なっ
ていることを特徴とする壁板の防音構造物。
【請求項１６】
　流体が流通する流路を構成する壁板の外側に設けられ、前記壁板と対向して設けられる
外板と、
　前記壁板と前記外板との間に設けられ、前記壁板及び前記外板と対向して設けられる中
間板と、
　両端部が前記壁板及び前記中間板にそれぞれ接続される第１支持部材と、
　両端部が前記中間板及び前記外板にそれぞれ接続される第２支持部材と、
　前記壁板と前記中間板との間、及び前記中間板と前記外板との間の少なくとも一方に設
けられる吸音材と、
　前記第２支持部材と前記外板との接続部の外側を覆う防音部材と、を備え、
　前記第２支持部材は、スタッドボルトであり、
　前記スタッドボルトと前記外板とは、前記スタッドボルトの外側の端部が前記外板から
外側に突出した状態でナットが締結されることにより接続され、
　前記防音部材は、前記スタッドボルトの外側の端部及び前記ナットを覆っていることを
特徴とする壁板の防音構造物。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流路を構成する壁板からの騒音を低減する壁板の防音構造物に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、防音構造物として、ガス流路を構成するダクト壁構造が知られている（例えば、
特許文献１参照）。このダクト壁構造は、内板と、外板と、内板と外板との間に設けられ
る中間部材と、内板と中間部材とを固定する第１サポート部材と、外板と中間部材とを固
定する第２サポート部材と、第２サポート部材の中間部材側の接続部に取り付けられた防
振性ワッシャと、内板と外板との間に充填される保温部材とを備えている。このとき、防
振性ワッシャは、保温部材の内部に配置されることから、ガス流路を流通する高温ガスか
らの熱影響を受け難くなるため、防振性能が優れた防振材を用いることが可能となる。こ
れにより、ダクト壁構造は、ガス流路の内部から外部に透過する透過音を防音することが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００５／０１５５３８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、特許文献１のダクト壁構造では、防音を行うために、防振性ワッシャを用いて
いるが、防音性をより高めるために、部材同士の接続部に、防振ゴムを設けることが考え
られる。しかしながら、防音する面積が広ければ、防振ゴムを多く使用することから、コ
ストが増大する可能性がある。また、防振性ワッシャまたは防振ゴムに用いられる防振材
は、経年劣化することから、耐久性の向上を図ることが困難である。
【０００５】
　そこで、本発明は、耐久性の向上を図ると共に、コストを抑制しつつ、流路を構成する
壁板からの騒音を低減することができる壁板の防音構造物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の壁板の防音構造物は、流体が流通する流路を構成する壁板の外側に設けられ、
前記壁板と対向して設けられる外板と、前記壁板と前記外板との間に設けられ、前記壁板
及び前記外板と対向して設けられる中間板と、両端部が前記壁板及び前記中間板にそれぞ
れ接続される第１支持部材と、両端部が前記中間板及び前記外板にそれぞれ接続される第
２支持部材と、前記壁板と前記中間板との間、及び前記中間板と前記外板との間の少なく
とも一方に設けられる吸音材と、を備え、前記第１支持部材と前記壁板との接続部、前記
第１支持部材と前記中間板との接続部、前記第２支持部材と前記中間板との接続部、前記
第２支持部材と前記外板との接続部、及び、前記中間板のうち、少なくとも一つは、弾性
部となっていることを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、壁板から外板までの振動系において、弾性変形する弾性部を設ける
ことができる。このとき、弾性部を、金属材料等の剛性材料を用いて構成することで、弾
性部の耐久性の向上を図ることができ、また、安価な材料を用いた弾性部であることから
コストを抑制することができ、防振性ワッシャ等を用いることなく、弾性部により音を減
衰させることができる。よって、耐久性の向上を図ると共に、コストを抑制しつつ、流路
を構成する壁板からの騒音を低減することができる。
【０００８】
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　また、前記中間板は、金属板であり、前記弾性部は、前記中間板にスリットが形成され
ることで、前記中間板の一部が弾性変形するスリット加工弾性部であり、前記スリット加
工弾性部は、前記第１支持部材と前記中間板との接続部、及び前記第２支持部材と前記中
間板との接続部の少なくとも一方に設けられることが、好ましい。
【０００９】
　この構成によれば、中間板にスリット（切り込み）を形成することで、中間板の一部を
弾性部として機能させることができるため、弾性部を簡易な構成とすることができる。な
お、スリットは、いずれの形状であってもよく、例えば、平行に２本形成してもよい。
【００１０】
　また、前記壁板から前記外板までの振動系において、前記振動系の固有振動数が、低減
対象とする対象振動数の１／２以下となるように、前記スリット加工弾性部のスリットを
形成することが、好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、振動系が共振することなく、対象振動数を適切に減衰させることが
できるため、弾性部による防音性能を高めることができる。なお、具体的には、振動系の
固有振動数が、低減対象とする対象振動数の１／２から１／３以下となるように、スリッ
トを形成することが、より好ましい。
【００１２】
　また、前記弾性部は、前記第１支持部材と前記壁板との接続部に設けられ、前記壁板に
弾性変形可能に接続されると共に、前記第１支持部材の端部が接続される第１の板バネと
、前記第１支持部材と前記中間板との接続部に設けられ、前記中間板に弾性変形可能に接
続されると共に、前記第１支持部材の端部が接続される第２の板バネと、前記第２支持部
材と前記中間板との接続部に設けられ、前記中間板に弾性変形可能に接続されると共に、
前記第２支持部材の端部が接続される第３の板バネと、前記第２支持部材と前記外板との
接続部に設けられ、前記外板に弾性変形可能に接続されると共に、前記第２支持部材の端
部が接続される第４の板バネとのうち、少なくとも一つの前記板バネであることが、好ま
しい。
【００１３】
　この構成によれば、各支持部材（第１支持部材または第２支持部材）と各板材（壁板、
中間板、または外板）との間に板バネを設けることで、弾性部として機能させることがで
きるため、弾性部を簡易な構成とすることができる。
【００１４】
　また、前記板バネは、弾性変形時において他の部材と摺接することが、好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、板バネが他の部材と摺接することで、摩擦により音を減衰させるこ
とができ、弾性部による防音性能を高めることができる。なお、他の部材としては、各板
材（壁板、中間板、または外板）であってもよいし、板バネを複数設けて、板バネ同士を
摺接させてもよい。
【００１６】
　また、前記板バネは、前記壁板、前記中間板及び前記外板の板面に対して傾斜させて取
り付けるためのクサビ構造体を介して、前記板面に接続されることが、好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、板バネを、クサビ構造体により傾斜させて取り付けることができる
ため、板バネの一方側の端部が固定端となり、板バネの他方側の端部が自由端となる。そ
して、板バネに接続される各支持部材の接続位置を変えることで、固定端から自由端まで
の腕の長さを調整できることから、板バネのバネ定数を調整でき、硬いばねを実現し易い
構造とすることができる。
【００１８】
　また、前記板バネは、両端部の間が湾曲する湾曲部を有し、一方の端部に、前記壁板、
前記中間板及び前記外板のいずれかの板面が接続され、他方の端部に、前記第１支持部材
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及び前記第２支持部材のいずれかが接続されることが、好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、板バネに湾曲部を設けることで、弾性部としての機能を好適に発揮
させることができる。
【００２０】
　また、前記弾性部は、前記中間板であり、前記第１支持部材からの振動により弾性変形
することが、好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、中間板を弾性部として機能させることができるため、弾性部を簡易
な構成とすることができる。このとき、第１支持部材及び第２支持部材は、中間板が弾性
変形し易い配置とすることが好ましく、例えば、千鳥状に配置することがより好ましい。
【００２２】
　また、前記中間板は、前記第１支持部材と前記第２支持部材とを連結する板バネであり
、前記第１支持部材及び前記第２支持部材と一体に設けられることが、好ましい。
【００２３】
　この構成によれば、中間板を板バネとし、第１支持部材、第２支持部材及び中間板を一
体にすることができるため、より簡易な構成とすることができる。
【００２４】
　また、前記中間板は、前記第１支持部材と前記第２支持部材とを連結する弾性体である
ことが、好ましい。
【００２５】
　この構成によれば、中間板を弾性体とし、第１支持部材、第２支持部材及び中間板を一
体にすることができるため、より簡易な構成とすることができる。なお、弾性体としては
、例えば、ゴム材である。
【００２６】
　また、前記第２支持部材は、振動が伝搬する伝搬方向において、振動インピーダンスが
異なっていることが、好ましい。
【００２７】
　この構成によれば、第２支持部材において伝搬する振動を、壁板側へ向かって一部反射
させることができるため、第２支持部材から外板側へ向かって伝搬する音を抑制すること
ができる。よって、流路を構成する壁板からの騒音をより低減することができる。なお、
第２支持部材の振動インピーダンスを異ならせる場合、第２支持部材の材料を変えてもよ
いし、第２支持部材の断面形状を変えてもよい。
【００２８】
　また、前記第２支持部材は、前記伝搬方向に直交する面で切った断面形状が、前記伝搬
方向に向かって異なる形状となっていることが、好ましい。
【００２９】
　この構成によれば、第２支持部材の断面形状を変化させることで、振動インピーダンス
を異ならせることができる。
【００３０】
　また、前記第２支持部材は、スタッドボルトであり、前記スタッドボルトと前記外板と
は、前記スタッドボルトの外側の端部が前記外板から外側に突出した状態でナットが締結
されることにより接続され、前記スタッドボルトの外側の端部及び前記ナットを覆う防音
部材を、さらに備えることが、好ましい。
【００３１】
　この構成によれば、外板から突出するスタッドボルトを、防音部材で覆うことができる
ため、より防音性能を高めることができる。
【００３２】
　また、前記防音部材は、弾性材を用いて形成され、内部に空気層を有することが、好ま
しい。
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【００３３】
　この構成によれば、空気層において振動の伝搬を抑制することができるため、防音部材
自体の防音性能を高めることができる。
【００３４】
　本発明の他の壁板の防音構造物は、流体が流通する流路を構成する壁板の外側に設けら
れ、前記壁板と対向して設けられる外板と、前記壁板と前記外板との間に設けられ、前記
壁板及び前記外板と対向して設けられる中間板と、両端部が前記壁板及び前記中間板にそ
れぞれ接続される第１支持部材と、両端部が前記中間板及び前記外板にそれぞれ接続され
る第２支持部材と、前記壁板と前記中間板との間、及び前記中間板と前記外板との間の少
なくとも一方に設けられる吸音材と、を備え、前記第２支持部材は、振動が伝搬する伝搬
方向において、振動インピーダンスが異なっていることを特徴とする。
【００３５】
　この構成によれば、第２支持部材において伝搬する振動を、壁板側へ向かって一部反射
させることができるため、防振性ワッシャ等を用いることなく、第２支持部材から外板側
へ向かって伝搬する音を抑制することができる。よって、耐久性の向上を図ると共に、コ
ストを抑制しつつ、流路を構成する壁板からの騒音を低減することができる。
【００３６】
　本発明の他の壁板の防音構造物は、流体が流通する流路を構成する壁板の外側に設けら
れ、前記壁板と対向して設けられる外板と、前記壁板と前記外板との間に設けられ、前記
壁板及び前記外板と対向して設けられる中間板と、両端部が前記壁板及び前記中間板にそ
れぞれ接続される第１支持部材と、両端部が前記中間板及び前記外板にそれぞれ接続され
る第２支持部材と、前記壁板と前記中間板との間、及び前記中間板と前記外板との間の少
なくとも一方に設けられる吸音材と、前記第２支持部材と前記外板との接続部の外側を覆
う防音部材と、を備え、前記第２支持部材は、スタッドボルトであり、前記スタッドボル
トと前記外板とは、前記スタッドボルトの外側の端部が前記外板から外側に突出した状態
でナットが締結されることにより接続され、前記防音部材は、前記スタッドボルトの外側
の端部及び前記ナットを覆っていることを特徴とする。
【００３７】
　この構成によれば、外板から突出するスタッドボルトを、防音部材で覆うことができる
ため、防音性能を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、実施形態１に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。
【図３】図３は、中間板に形成されるスリットの形状を示す一例の平面図である。
【図４】図４は、実施形態２に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。
【図５】図５は、実施形態３に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。
【図６】図６は、実施形態４に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。
【図７】図７は、実施形態４に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。
【図８】図８は、実施形態５に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。
【図９】図９は、実施形態６に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。
【図１０】図１０は、実施形態６に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な斜視図で
ある。
【図１１】図１１は、実施形態７に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。
【図１２】図１２は、実施形態７に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な断面図で
ある。
【図１３】図１３は、実施形態８に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。
【図１４】図１４は、実施形態８に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な断面図で
ある。
【図１５】図１５は、実施形態９に係る壁板の防音構造物の模式的な部分断面図である。
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【図１６】図１６は、実施形態９に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な部分断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下に、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態
によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、
当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。さらに、以
下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能であり、また、実施形態が複数ある
場合には、各実施形態を組み合わせることも可能である。
【００４０】
［実施形態１］
　図１は、実施形態１に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。図２は、実施形
態１に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。図３は、中間板に形成されるスリ
ットの形状を示す一例の平面図である。
【００４１】
　図１に示すように、実施形態１に係る防音構造物１０は、流体が流通する流路を構成す
る壁板１に設けられている。流路は、例えば、ガスタービンの吸気側のダクト、または排
気側のダクト等があり、排ガス等の高温ガスが流通する場合がある。このような流路には
、流体を流通させるためにブロア等の流体機械が設けられている。この流体機械が作動す
ると、流路の内部には、流体機械の作動により発生する音が伝搬する。流路内を伝搬する
音は、壁板１を介して外部側に伝搬することから、防音構造物１０は、壁板１に設けられ
ることで、外部への騒音を低減する。
【００４２】
　図１に示すように、防音構造物１０は、壁板１の外側に設けられ、外板１１と、中間板
１２と、第１支持部材１３と、第２支持部材１４と、吸音材１５とを備えている。
【００４３】
　外板１１は、壁板１と対向して設けられており、外板１１の板面と、壁板１の板面とは
、平行となるように配置されている。外板１１は、いわゆる外装板であり、例えば、薄型
の鋼板が用いられる。
【００４４】
　中間板１２は、壁板１と外板１１との間に設けられている。中間板１２の板面と、外板
１１の板面とは、平行となるように配置され、同様に、中間板１２の板面と、壁板１の板
面とは、平行となるように配置されている。中間板１２は、鋼板を用いて構成され、その
一部が弾性部となっている。
【００４５】
　中間板１２の弾性部は、スリット２１が形成されることで、中間板１２の一部が弾性変
形するスリット加工弾性部となっている。図１に示すように、スリット２１は、所定の方
向を長手方向として、長手方向に伸びて細長く形成されている。このスリット２１は、２
本設けられている。そして、２本のスリット２１は、中間板１２の板面において、長手方
向に直交する方向において対向するように、平行に配置されている。
【００４６】
　ここで、図３に示すように、スリット２１としては、例えば、矩形状に開口されたスリ
ット２１ａがある。また、スリット２１としては、例えば、スリット２１ａの長手方向の
両端部が円形状に開口されたスリット２１ｂ、または、スリット２１ａの長手方向の両端
部が長円形状に開口されたスリット２１ｃがある。
【００４７】
　第１支持部材１３は、軸方向に長いスタッドボルトを用いて構成され、軸方向の一端部
が、壁板１に接続され、軸方向の他端部が中間板１２に接続されている。第１支持部材１
３は、壁板１に接続される接続部が、溶接により接続される。なお、第１支持部材１３と
壁板１との接続部は、溶接に限らず、例えば、ナットを壁板１に溶接して、溶接したナッ
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トに第１支持部材１３を締結してもよい。
【００４８】
　また、第１支持部材１３は、中間板１２に接続される接続部が、ナット１７を用いて締
結される。つまり、中間板１２には、第１支持部材１３が挿通される貫通孔が形成されて
おり、貫通孔に挿入される第１支持部材１３に対して、中間板１２の両側にナット１７を
締結することで、第１支持部材１３と中間板１２とを接続する。ここで、第１支持部材１
３は、中間板１２の弾性部以外の部位、つまり、中間板１２の非弾性部に接続される。
【００４９】
　第２支持部材１４は、第１支持部材１３と同様に、軸方向に長いスタッドボルトを用い
て構成され、軸方向の一端部が、中間板１２に接続され、軸方向の他端部が外板１１に接
続されている。第２支持部材１４は、中間板１２に接続される接続部が、溶接により接続
される。ここで、第２支持部材１４は、中間板１２の弾性部に接続される。つまり、第２
支持部材１４は、隣接するスリット２１同士の間に接続される。
【００５０】
　また、第２支持部材１４は、第１支持部材１３と同様に、外板１１に接続される接続部
が、ナット１７を用いて締結される。つまり、外板１１には、第２支持部材１４が挿通さ
れる貫通孔が形成されており、貫通孔に挿入される第２支持部材１４に対して、外板１１
の両側にナット１７を締結することで、第２支持部材１４と外板１１とを接続する。
【００５１】
　吸音材１５は、例えば、グラスウール等が用いられ、図１及び図２に示すように、壁板
１と中間板１２との間、及び、中間板１２と外板１１との間に、それぞれ配置されている
。なお、吸音材１５は、壁板１と中間板１２との間、及び、中間板１２と外板１１との間
の少なくとも一方に設ければよい。
【００５２】
　このように構成される防音構造物１０は、壁板１から音が伝搬されると、音は、壁板１
から、第１支持部材１３を介して、中間板１２の非弾性部に伝搬する。この後、音は、中
間板１２の非弾性部から弾性部に伝搬し、弾性部から第２支持部材１４へ向かう。このと
き、音は、弾性部を介すことから、音は、中間板１２の弾性部において減衰する。
【００５３】
　ここで、防音構造物１０では、伝搬する音を適切に減衰させるべく、スリット２１の形
状を調整する。具体的に、壁板１から外板１１までの振動系における固有振動数をｆ１と
し、低減対象とする対象振動数をｆ２とすると、固有振動数ｆ１が対象振動数ｆ２の１／
２から１／３以下となるように、つまり、「ｆ１≦（ｆ２／２～ｆ２／３）」となるよう
に、スリット２１の形状を形成する。
【００５４】
　以上のように、実施形態１によれば、壁板１から外板１１までの振動系において、中間
板１２に、弾性変形する弾性部を設けることができる。このとき、弾性部を、鋼板を用い
て構成することができるため、弾性部の耐久性の向上を図ることができ、また、鋼板を用
いた弾性部であることからコストを抑制することができ、防振性ワッシャ等を用いること
なく、弾性部により音を減衰させることができる。よって、防音構造物１０は、耐久性の
向上を図ると共に、コストを抑制しつつ、流路を構成する壁板１からの騒音を低減するこ
とができる。
【００５５】
　また、実施形態１によれば、中間板１２にスリット（切り込み）２１を形成することで
、中間板１２の一部を弾性部として機能させることができるため、容易に弾性部を構成す
ることができる。
【００５６】
　また、実施形態１によれば、「ｆ１≦（ｆ２／２～ｆ２／３）」とすることで、壁板１
から外板１１までの振動系が共振することなく、対象振動数ｆ２を適切に減衰させること
ができるため、弾性部による防音性能を高めることができる。
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【００５７】
　なお、実施形態１では、平行な２本のスリット２１を形成することで、中間板１２の一
部を弾性部として機能させたが、スリット２１の形状及び本数は、特に限定されず、弾性
部として機能すれば、いずれの形状であってもよい。
【００５８】
　また、実施形態１では、中間板１２の弾性部を、第２支持部材１４と中間板１２との接
続部に設けたが、この構成に限定されない。中間板１２の弾性部は、第２支持部材１４と
中間板１２との接続部及び第１支持部材１３と中間板１２との接続部の、少なくとも一方
に設ければよい。
【００５９】
［実施形態２］
　次に、図４を参照して、実施形態２に係る防音構造物３０について説明する。図４は、
実施形態２に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。なお、実施形態２では、重
複した記載を避けるべく、実施形態１と異なる部分について説明し、実施形態１と同様の
構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００６０】
　実施形態２の防音構造物３０は、第２支持部材１４と中間板１２との接続部に設けられ
る弾性部が、実施形態１のスリット２１に代えて、弾性変形する板バネ３１を用いて構成
されている。具体的に、中間板１２と第２支持部材１４との間には、板バネ３１が設けら
れ、板バネ３１は、溶接により中間板１２に弾性変形可能に接続固定される。また、板バ
ネ３１には、溶接により第２支持部材１４の一端部が接続されている。この板バネ３１は
、中間板１２から第２支持部材１４へ伝搬する音を減衰させる。
【００６１】
　以上のように、実施形態２によれば、第２支持部材１４と中間板１２との間に板バネ３
１を設けることで、弾性部として機能させることができるため、弾性部を簡易な構成とす
ることができる。
【００６２】
　なお、実施形態２では、第２支持部材１４と中間板１２との間に板バネ３１を設けたが
、この構成に限定されない。板バネ３１は、第１支持部材１３と壁板１との接続部、第１
支持部材１３と中間板１２との接続部、第２支持部材１４と外板１１との接続部に設けて
もよい。
【００６３】
［実施形態３］
　次に、図５を参照して、実施形態３に係る防音構造物４０について説明する。図５は、
実施形態３に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。なお、実施形態３でも、重
複した記載を避けるべく、実施形態１及び２と異なる部分について説明し、実施形態１及
び２と同様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００６４】
　実施形態３の防音構造物４０は、第２支持部材１４と中間板１２との接続部に設けられ
る弾性部が、実施形態１のスリット２１に代えて、弾性変形する複数の板バネ４１を用い
て構成されている。具体的に、中間板１２と第２支持部材１４との間には、複数の板バネ
４１が設けられ、複数の板バネ４１は、重ね合わせた状態で、溶接により中間板１２に弾
性変形可能に接続される。例えば、板バネ４１を２本用いる場合、２本の板バネ４１は、
十字状に交差させて重ね合わせられる。ここで、複数の板バネ４１は、弾性変形時におい
て、相互に摺接するように、その弾性力が調整される。なお、各板バネ４１は、その両側
が溶接により接合固定されてもよいし、一端部が溶接により接合され、他端部が自由状態
となっていてもよく、特に限定されない。
【００６５】
　以上のように、実施形態３によれば、複数の板バネ４１同士が摺接することで、摩擦に
より音を減衰させることができ、弾性部による防音性能を高めることができる。
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【００６６】
　なお、実施形態３では、複数の板バネ４１同士を摺接させたが、１つの板バネ４１を用
いると共に、中間板１２等の他の部材に摺接させるように設けてもよく、板バネ４１が摺
接する構成であれば、いずれの構成であってもよい。
【００６７】
［実施形態４］
　次に、図６及び図７を参照して、実施形態４に係る防音構造物５０について説明する。
図６は、実施形態４に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。図７は、実施形態
４に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。なお、実施形態４でも、重複した記
載を避けるべく、実施形態１から３と異なる部分について説明し、実施形態１から３と同
様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００６８】
　実施形態４の防音構造物５０は、第２支持部材１４と中間板１２との接続部に設けられ
る弾性部が、実施形態１のスリット２１に代えて、弾性変形する板バネ５１とクサビ構造
体５２とを用いて構成されている。
【００６９】
　具体的に、中間板１２と第２支持部材１４との間には、板バネ５１とクサビ構造体５２
とが設けられ、板バネ５１は、クサビ構造体５２により、中間板１２の板面に対して傾斜
して取り付けられている。
【００７０】
　クサビ構造体５２は、断面が三角形状となり、３つの側面が傾斜面となる部材であり、
１つの側面が中間板１２の板面に当接した状態で、溶接により中間板１２に接続される。
板バネ５１は、クサビ構造体５２の露出する１つの傾斜面に当接した状態で、溶接により
中間板１２及びクサビ構造体５２に接続される。このとき、板バネ５１は、その一端部が
中間板１２に接続される固定端となる一方で、その他端部が自由状態となる自由端となる
。そして、板バネ５１には、自由端となる部位に、溶接により第２支持部材１４の一端部
が接続されている。この板バネ５１は、中間板１２から第２支持部材１４へ伝搬する音を
減衰させる。クサビ構造体５２を介して中間板１２に取り付けられた板バネ５１は、クサ
ビ構造体５２の傾斜面に沿うことで、中間板１２に対して傾斜して取り付けられる。
【００７１】
　以上のように、実施形態４によれば、板バネ５１に接続される第２支持部材１４の接続
位置を変えることで、固定端から自由端までの腕の長さを調整できることから、板バネ５
１のバネ定数を調整でき、硬いばねを実現し易い構造とすることができる。
【００７２】
［実施形態５］
　次に、図８を参照して、実施形態５に係る防音構造物６０について説明する。図８は、
実施形態５に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。なお、実施形態５でも、重
複した記載を避けるべく、実施形態１から４と異なる部分について説明し、実施形態１か
ら４と同様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００７３】
　実施形態５の防音構造物６０は、第２支持部材１４と中間板１２との接続部に設けられ
る弾性部が、実施形態１のスリット２１に代えて、弾性変形する湾曲板バネ６１を用いて
構成されている。具体的に、中間板１２と第２支持部材１４との間には、湾曲板バネ６１
が設けられ、湾曲板バネ６１は、両端部の間の中央部が湾曲する湾曲部となっている。こ
の湾曲板バネ６１は、一端部が、溶接により中間板１２に接続される。また、湾曲板バネ
６１は、他端部が、溶接により第２支持部材１４の一端部に接続される。この湾曲板バネ
６１は、中間板１２から第２支持部材１４へ伝搬する音を減衰させる。
【００７４】
　以上のように、実施形態５によれば、湾曲板バネ６１は湾曲部を有することで、弾性部
としての機能を好適に発揮させることができる。
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【００７５】
［実施形態６］
　次に、図９を参照して、実施形態６に係る防音構造物７０について説明する。図９は、
実施形態６に係る壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。なお、実施形態６でも、重
複した記載を避けるべく、実施形態１から５と異なる部分について説明し、実施形態１か
ら５と同様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００７６】
　実施形態６の防音構造物７０は、中間板７１自体が弾性部として機能しており、実施形
態１のスリット２１を省いた構成となっている。この中間板７１は、実施形態１と同様に
、鋼板を用いて構成されると共に、弾性を有する構成となっており、第１支持部材１３か
ら伝搬する音を減衰している。このとき、第１支持部材１３及び第２支持部材１４は、中
間板７１が弾性変形し易い配置となっており、例えば、中間板７１の板面内において、所
定の方向に交互となるように千鳥状に配置されている。
【００７７】
　以上のように、実施形態６によれば、中間板７１を弾性部として機能させることができ
るため、弾性部をより簡易な構成とすることができる。
【００７８】
　なお、実施形態６では、第１支持部材１３及び第２支持部材１４は、実施形態１と同様
の構成としたため、説明を省略したが、例えば、図１０に示す構成としてもよい。図１０
は、実施形態６に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な斜視図である。つまり、図
１０に示すように、第１支持部材１３ａ及び第２支持部材１４ａは、鋼板を用いてもよく
、この場合、板面が相互に平行となるように配置される。
【００７９】
［実施形態７］
　次に、図１１を参照して、実施形態７に係る防音構造物８０について説明する。図１１
は、実施形態７に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。なお、実施形態７でも
、重複した記載を避けるべく、実施形態１から６と異なる部分について説明し、実施形態
１から６と同様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００８０】
　実施形態７の防音構造物８０は、第２支持部材８１が、音が伝搬する伝搬方向（軸方向
）において、異なる振動インピーダンスとなっている。具体的に、第２支持部材８１は、
軸方向に直交する面で切った断面形状が円形となっており、中間板１２から外板１１へ向
かって、連続的に径が小さくなるように形成されている。このため、中間板１２から第２
支持部材８１に伝搬する音は、第２支持部材８１を通過するときに、一部が中間板１２側
へ向かって反射される。
【００８１】
　以上のように、実施形態７によれば、第２支持部材８１において伝搬する振動を、中間
板１２側（壁板１側）へ向かって一部反射させることができるため、第２支持部材８１か
ら外板１１側へ向かって伝搬する音を抑制することができる。よって、防音構造物８０は
、流路を構成する壁板１からの騒音をより低減することができる。
【００８２】
　なお、実施形態７では、軸方向において第２支持部材８１の断面形状を連続的に変化さ
せることで、振動インピーダンスを異ならせたが、例えば、図１２に示す構成としてもよ
い。図１２は、実施形態７に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な断面図である。
つまり、図１２に示すように、第２支持部材８２は、軸方向において、断面形状が段階的
に変化している。具体的に、第２支持部材８２は、軸方向に直交する面で切った断面形状
が円形となっており、中間板１２から外板１１へ向かって、段階的に径が小さくなるよう
に形成されている。
【００８３】
　また、実施形態７では、第２支持部材８１の断面形状を変化させることで、振動インピ
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ーダンスを異ならせたが、この構成に限定されない。例えば、第２支持部材８１を構成す
る材料を変化させることで、振動インピーダンスを異ならせてもよく、また、第２支持部
材８１の材料及び断面形状の両方を変化させることで、振動インピーダンスを異ならせて
もよい。
【００８４】
［実施形態８］
　次に、図１３を参照して、実施形態８に係る防音構造物９０について説明する。図１３
は、実施形態８に係る壁板の防音構造物の模式的な断面図である。なお、実施形態８でも
、重複した記載を避けるべく、実施形態１から７と異なる部分について説明し、実施形態
１から７と同様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００８５】
　実施形態８の防音構造物９０は、実施形態６の防音構造物７０の第１支持部材１３、第
２支持部材１４及び中間板７１をコンパクトな構成としつつ、一体とした構成である。具
体的に、第１支持部材１３の他端部と、第２支持部材１４の一端部とは、軸方向において
重複する重複部分となっている。そして、第１支持部材１３と第２支持部材１４とを連結
する中間板として、板バネ９１が用いられている。このため、板バネ９１は、弾性部とし
て機能することで、第１支持部材１３から伝搬する音を減衰している。
【００８６】
　以上のように、実施形態８によれば、中間板として板バネ９１を用いることで、板バネ
９１を弾性部として機能させることができるため、弾性部をより簡易な構成とすることが
できる。
【００８７】
　なお、実施形態８では、中間板として板バネ９１を用いたが、例えば、図１４に示す構
成としてもよい。図１４は、実施形態８に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な断
面図である。つまり、図１４に示すように、板バネ９１に代えて、中間板として弾性体で
あるゴム材９２を適用してもよい。
【００８８】
［実施形態９］
　次に、図１５を参照して、実施形態９に係る防音構造物について説明する。図１５は、
実施形態９に係る壁板の防音構造物の模式的な部分断面図である。なお、実施形態９でも
、重複した記載を避けるべく、実施形態１から８と異なる部分について説明し、実施形態
１から８と同様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。
【００８９】
　実施形態９では、実施形態１から８の構成に加え、外板１１に締結されるナット１７及
び第２支持部材１４の外側端部を覆う防音部材１００を、さらに備えた構成となっている
。図１５に示すように、防音部材１００は、例えば、金属の無垢材またはゴム材を用いて
構成されており、その外面が半球面に形成される。一方で、防音部材１００は、内面がナ
ット１７及び第２支持部材１４の外側端部の外形と相補的な形状に形成されると共に、第
２支持部材１４の外側端部と接する部分に僅かな空間が設けられるように形成される。
【００９０】
　以上のように、実施形態９によれば、外板１１から突出する第２支持部材１４であるス
タッドボルトの外側端部を、防音部材１００で覆うことができるため、防音構造物１０，
３０，４０，５０，６０，７０，８０，９０の防音性能をより高めることができる。
【００９１】
　なお、実施形態９の防音部材１００は、例えば、図１６に示す防音部材１０１としても
よい。図１６は、実施形態９に係る他の一例の壁板の防音構造物の模式的な部分断面図で
ある。図１６に示す防音部材１０１は、その内部に空気層１０２が設けられている。ここ
で、内部に空気層１０２を設ける場合には、防音部材１０１の体積を大きくするために、
防音部材１０１の外形が円柱状となるように形成してもよい。この構成によれば、空気層
１０２において振動の伝搬をより抑制することができるため、防音部材１０１自体の防音
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【符号の説明】
【００９２】
　１　壁板
　１０　防音構造物
　１１　外板
　１２　中間板
　１３　第１支持部材
　１４　第２支持部材
　１５　吸音材
　１７　ナット
　２１　スリット
　３０　防音構造物（実施形態２）
　３１　板バネ
　４０　防音構造物（実施形態３）
　４１　板バネ
　５０　防音構造物（実施形態４）
　５１　板バネ
　５２　クサビ構造体
　６０　防音構造物（実施形態５）
　６１　湾曲板バネ
　７０　防音構造物（実施形態６）
　７１　中間板
　８０　防音構造物（実施形態７）
　８１　第２支持部材
　８２　第２支持部材
　９０　防音構造物（実施形態８）
　９１　板バネ
　９２　ゴム材
　１００　防音部材（実施形態９）
　１０１　防音部材
　１０２　空気層
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